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新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ 

 

当社は、2025 年 10 月 24 日の取締役会決議により、以下のとおり、新株式発行及び当社株式の売出し

を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。 

 

【本資金調達及び株式売出しの目的】 

当社グループは、「その課題を、価値へ。」という経営理念のもと、「成長性のある事業分野」と「社会

的意義のある事業」にて事業を展開しております。事業を遂行するにあたっては、行動指針である「速

く。手堅く。力強く。」に基づいて活動を行っております。 

当社グループは、2024 年 10 月に中期経営計画（2025 年 8 月期～2029 年 8 月期）を公表しており、こ

の中期経営計画の基本戦略として、a. 市場環境や市場課題に合わせた事業ポートフォリオの多角化、b. 

事業成長にともなう成功報酬やストック収入をはじめとした収益ポートフォリオの多層化、c. 事業の

多角化・事業規模の大型化による AUM（着工済／竣工済アセット）のさらなる積み上げを掲げておりま

す。 

 

当社グループは、不動産コンサルティング事業において、(1)ホテル事業、(2)物流事業、(3)ヘルスケ

ア事業、(4)海外事業を展開しており、それぞれの事業の特徴は以下の通りとなります。 

 

(1)ホテル事業 

当社グループは、観光立国の実現や地域創生への貢献を目的として、需給ギャップのある多人数向け

ホテルの開発に取り組んでおり、自社グループブランドとして、『fav』『FAV LUX』『edit x seven』『seven 

x seven』及びカルチャービジネスホテル『BASE LAYER HOTEL』を全国で展開しております。サービス

をミニマル化し運営の効率化を図ることで低い稼働率でも収益を生み出せる収益構造も特徴であり、今

後もインバウンド需要のさらなる増加やニーズの多様化を見込み、ブランドの多角化を推進しながら、

付加価値のある施設の開発に取り組んでまいります。また、さらなる事業成長に向けて、2025 年 8 月に

当社がスポンサーとなる霞ヶ関ホテルリート投資法人（以下「霞ヶ関ホテルリート」という。）が上場し、

国内でのホテル事業において、当社のビジネスモデルを完遂させるとともに、物件の管理・運営等によ

り資産価値の維持向上を図る運用フェーズへの移行を開始させました。霞ヶ関ホテルリートの上場によ
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り、国内におけるホテル開発を加速させるとともに、当社のホテル開発・運営のノウハウを活かし米国

等でのホテル事業も推進してまいります。 

 

(2)物流事業 

当社グループは賃貸型の冷凍冷蔵倉庫を主として開発を行っております。「2024 年問題」やフロン規

制、冷凍食品の需要が増加している市場環境を契機と捉え、開発地域を広げるとともに、さらなる付加

価値として冷凍自動倉庫の開発も積極的に進めることで、効率化や収益性の向上だけでなく労働力不足

や労働環境改善といった物流業界の社会的課題に対して貢献してまいります。また、これまで培ってき

た冷凍冷蔵倉庫及び冷凍自動倉庫開発の知見を活かし、2025 年 9 月より ASEAN 諸国への進出の初弾と

してマレーシア・クアラルンプールにおける物流事業を始動しております。マレーシア市場の成長を取

り込みつつ、同国で物流事業を拡大し、他の ASEAN 諸国への進出も視野に入れながら、当社のさらな

る成長を目指してまいります。 

 

(3) ヘルスケア事業 

当社グループは、超高齢社会である日本において、人生の最終段階に多くの方が望む傾向にある「病

院が持つ安心感」と「自宅が持つ快適さ」の 2 つのニーズを満たすことができるホスピス住宅に大きな

将来性を見込んでおり、ヘルスケア施設の中でもホスピス住宅の開発に注力しております。運営面まで

一貫して行うとともに、これまでホテル開発等で培ってきたノウハウを活かした「駅近の好立地」「快適

性を提供する空間デザイン」「機能性の高い施設企画力」といった特徴で既存のサービスとの差別化を図

ってまいります。 

 

(4)海外事業 

当社グループの海外事業は、アラブ首長国連邦（ドバイ首長国）を中心に展開しております。当社グ

ループは現地法人を設立し、ドバイの不動産マーケットに参入しレジデンス物件の取得・売却を行うこ

とでキャピタルゲイン獲得機会を創出するとともに、日本の投資家がドバイに投資できる環境づくりを

目標にノウハウ、ネットワーク、実績作りを進めてまいりました。2025 年 9 月には、日本国内のビジネ

スモデルと同様に、自社主導の開発型ビジネスに本格参入し、共同パートナーと不動産開発事業を始動

いたしました。これを契機として、当社はドバイにおける持続可能かつ国際競争力のある不動産開発プ

ラットフォームの構築を図るとともに、将来的なグローバル市場展開の足掛かりを築いてまいります。 

 

今回の新株式発行は、上記中期経営計画の実現に向けた、国内におけるホテル事業、物流事業及びヘ

ルスケア事業のさらなる強化のための投資並びに、将来のさらなる事業領域の拡大を企図した物流事業

の ASEAN 諸国での展開、ドバイにおける自社主導の開発案件の取組み及びホテル事業の米国等への進

出を目的として実施するものであります。 

当社は、本資金調達に際して、借入れを含めた調達手法の検討を行ってまいりましたが、当社グルー
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プのさらなる成長に向けて各事業への継続的な投資を実行するためには、安定的な財務基盤を構築する

必要があり、そのためには、新株式発行による資金調達を行うことが最適な財務戦略上の選択肢と判断

いたしました。 

また、上記新株式発行と同時に当社株式の売出しを決議しております。本売出しは投資家層の拡大及

び当社株式の流動性の向上に資するものと考えております。 
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1．公募による新株式発行（一般募集） 

(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 4,000,000 株 

(2) 払込金額の決定方法 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に

規定される方式により、2025 年 11 月 5 日（水）から 2025 年 11 月 10

日（月）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）

に決定する。 

(3) 増加する資本金及び 

資 本 準 備 金 の 額 

増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第 1 項に従い算出され

る資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の

端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加

する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する

資本金の額を減じた額とする。 

(4) 募 集 方 法 一般募集とし、みずほ証券株式会社を主幹事会社とする引受団（以下

「引受人」と総称する。）に全株式を買取引受けさせる。なお、一般募

集における発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める有価証

券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、発行価

格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値

（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～

1.00 を乗じた価格（1 円未満端数切捨て）を仮条件として需要状況等

を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。 

公募による新株式発行の募集株式の一部につき、欧州及びアジアを中

心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に

対して販売されることがある。 

(5) 引 受 人 の 対 価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発

行価格（募集価格）と引受人より当社に払込まれる金額である払込金

額との差額の総額を引受人の手取金とする。 

(6) 申 込 期 間 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の 2営業日後の日

まで。 

(7) 払 込 期 日 2025 年 11 月 12 日（水）から 2025 年 11 月 17 日（月）までの間のい

ずれかの日。ただし、発行価格等決定日の 5 営業日後の日とする。 

(8) 申 込 株 数 単 位 100 株 

(9) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他一般募集に必要な一切の事項の決定につ

いては、代表取締役社長 河本幸士郎に一任する。 

(10) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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2．当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し） 

(1) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 610,000 株 

(2) 売出人及び売出株式数 小川 潤之 350,000 株 

河本 幸士郎 260,000 株 

(3) 売 出 価 格 未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25

条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取

引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合

は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（1 円

未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で決定す

る。なお、売出価格は一般募集における発行価格（募集価格）と同一

とする。） 

(4) 売 出 方 法 売出しとし、引受人に全株式を買取引受けさせる。  

引受人の対価は、売出価格から引受価額（引受人より売出人に支払わ

れる金額）を差し引いた額の総額とする。なお、引受価額は一般募集

における払込金額と同一とする。 

(5) 申 込 期 間 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の 2営業日後の日

まで。なお、一般募集における申込期間と同一とする。 

(6) 受 渡 期 日 一般募集における払込期日の翌営業日とする。  

(7) 申 込 株 数 単 位 100 株 

(8) 売出価格、その他引受人の買取引受による売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取

締役社長 河本幸士郎に一任する。 

(9) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(10) 一般募集が中止となる場合は、引受人の買取引受による売出しも中止する。 

 

3．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記【ご参考】1.をご参照） 

(1) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 691,500 株 

なお、上記売出株式数は上限を示したものであり、一般募集及び引受

人の買取引受による売出しの需要状況等により減少し、またはオーバ

ーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があ

る。売出株式数は、当該需要状況等を勘案の上、発行価格等決定日に

決定される。 

(2) 売 出 人 みずほ証券株式会社 

(3) 売 出 価 格 未定（発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買取

引受による売出しにおける売出価格と同一とする。） 
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(4) 売 出 方 法 一般募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案し

た上で、みずほ証券株式会社が当社株主から 691,500 株を上限として

借入れる当社普通株式の売出しを行う。 

(5) 申 込 期 間 引受人の買取引受による売出しにおける申込期間と同一とする。 

(6) 受 渡 期 日 引受人の買取引受による売出しにおける受渡期日と同一とする。 

(7) 申 込 株 数 単 位 100 株 

(8) 売出価格、その他オーバーアロットメントによる売出しに必要な一切の事項の決定については、

代表取締役社長 河本幸士郎に一任する。 

(9) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(10) 一般募集が中止となる場合は、オーバーアロットメントによる売出しも中止する。 

  

4．第三者割当による新株式発行（後記【ご参考】1．をご参照） 

(1) 募 集 株 式 の 

種 類 及 び 数 

当社普通株式  691,500 株 

(2) 払 込 金 額 の 

決 定 方 法 

発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における払

込金額と同一とする。 

(3) 増加する資本金及び資

本 準 備 金 の 額 

増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第 1 項に従い算出され

る資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の

端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加

する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額

を減じた額とする。 

(4) 割 当 先 みずほ証券株式会社 

(5) 申込期間（申込期日） 2025 年 12 月 9 日(火) 

(6) 払 込 期 日 2025 年 12 月 10 日(水) 

(7) 申 込 株 数 単 位 100 株 

(8) 上記(5)記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない株式については、発行を打切るものとす

る。 

(9) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本第三者割当による新株式発行に必要な

一切の事項の決定については、代表取締役社長 河本幸士郎に一任する。 

(10) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(11) 一般募集が中止となる場合は、本第三者割当による新株式発行も中止する。 
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【ご参考】 

1．オーバーアロットメントによる売出し等について 

 前記「3．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロッ

トメントによる売出しは、前記「1．公募による新株式発行（一般募集）」に記載の一般募集及び「2．

当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人の買取引受による売出しに

あたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会

社であるみずほ証券株式会社が当社株主から 691,500 株を上限として借入れる当社普通株式の売出

しであります。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は、691,500 株を予定しており

ますが、当該売出株式数は上限の売出株式数であり、需要状況等により減少し、またはオーバーア

ロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。 

なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が上記当社株主か

ら借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式をみずほ証券株式会社に取得さ

せるために、当社は 2025 年 10 月 24 日(金)の取締役会決議により、前記「4. 第三者割当による新

株式発行」に記載のとおり、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式 691,500 株の第三者

割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を、2025 年 12 月 10 日(水)を払込期日として行

うことを決定しております。 

また、みずほ証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロット

メントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から 2025 年 12 月 5 日(金)までの間（以下「シ

ンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所

においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け

（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジ

ケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、

シンジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を

全く行わず、またはオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジ

ケートカバー取引を終了させる場合があります。 

さらに、みずほ証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロッ

トメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付け

た当社普通株式の全部または一部を借入れ株式の返還に充当することがあります。 

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー

取引によって取得し、借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、みずほ証券株

式会社は、当該オーバーアロットメントによる売出しからの手取金を原資として、本件第三者割当

増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第三者割当増資

における発行株式数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者

割当増資における最終的な発行株式数がその限度で減少し、または発行そのものが全く行われない

場合があります。 
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なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによ

る売出しが行われる場合の売出株式数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーア

ロットメントによる売出しが行われない場合は、みずほ証券株式会社による上記当社株主からの当

社普通株式の借入れは行われません。したがってこの場合には、みずほ証券株式会社は本件第三者

割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における

新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引

も行われません。 

 

2．今回の一般募集及び本件第三者割当増資による発行済株式総数の推移 

(1) 現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 19,811,258 株 (2025 年 10 月 24 日現在) 

(2) 一 般 募 集 に よ る 増 加 株 式 数 4,000,000 株  

(3) 一 般 募 集 後 の 発 行 済 株 式 総 数 23,811,258 株  

(4) 本件第三者割当増資による増加株式数 691,500 株 (注)  

(5) 本件第三者割当増資後の発行済株式総数 24,502,758 株 (注) 

(注) 前記「4．第三者割当による新株式発行」の募集株式数の全株に対しみずほ証券株式会社から

申込みがあり、発行がなされた場合の数字です。 

 

3．調達資金の使途 

（1）今回の調達資金の使途 

今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 39,011,730,450 円について、

2026 年 8 月末までに、当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び

開発資金並びに物件取得資金として、ホテル事業に 15,919,000,000 円、物流事業に 9,926,000,000 円、

ヘルスケア事業に 1,575,000,000 円を充当し、海外事業に係る開発用地取得資金及び開発資金並びに

レジデンス物件取得資金に残額を充当する予定であります。 

具体的には、上記手取金により、ホテル事業については、当社グループのホテルブランドの特徴

である多人数・長期滞在型のホテルのさらなる開発及び米国等海外での事業展開、物流事業につい

ては、国内において主に冷凍冷蔵倉庫及び冷凍自動倉庫の開発並びに ASEAN 諸国における物流の

ハブであるマレーシア・クアラルンプールでの冷凍自動倉庫の開発及び ASEAN 諸国への事業展開、

ヘルスケア事業については、超高齢化社会においてニーズが見込まれるホスピス住宅の開発、海外

事業については、ドバイにおけるレジデンス物件の取得・開発を推進していく予定であります。 

 

（2）前回調達資金の使途の変更 

 変更はありません。 

 

（3）業績に与える影響 

 今回の資金調達による当社業績予想への影響はございません。今回の調達資金を上記（1）「今回

の調達資金の使途」に記載の使途に充当することにより、当社グループの企業価値のさらなる向上
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につながるものと考えております。 

 

4．株主への利益配分等 

（1）利益配分に関する基本方針 

当社の利益配分につきましては、業績の推移を見据え、将来の事業の発展と経営基盤の強化のた

めに必要な内部留保を確保しつつ、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な

配当を維持することを基本方針としております。 

 

（2）配当決定にあたっての考え方 

上記基本方針に基づき株主への利益の還元を目指しておりますが、毎事業年度における配当実施

の可能性及びその実施時期等に関しましては、現時点において未定であります。 

なお、剰余金の配当につきましては、期末配当の基準日を 8 月 31 日とする旨及び 2 月末日を基

準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これらの配当の決定機関は、

期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 

（3）内部留保資金の使途 

 内部留保資金につきましては、事業拡大を目的とした事業原資として利用していく予定でありま

す。 

 

（4）過去 3 決算期間の配当状況等 

 2023 年 8 月期 2024 年 8 月期 2025 年 8 月期 

1 株当たり連結当期純利益 126.61 円 270.84 円 520.37 円 

1 株 当 た り 年 間 配 当 金 

（内 1 株当たり中間配当金） 

30.00 円 

（―円） 

85.00 円 

（―円） 

120.00 円 

（―円） 

実 績 連 結 配 当 性 向 23.7％ 31.4％ 23.1％ 

自己資本連結当期純利益率 20.3％ 26.5％ 32.5％ 

連 結 純 資 産 配 当 率 4.8％ 8.3％ 7.5％ 

（注） 1. 当社は、2025 年 9 月 1 日付で普通株式 1 株につき 2 株の割合で株式分割を行っております

が、2023 年 8 月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1 株当たり連結当期純利益、

1 株当たり連結純資産及び 1 株当たり年間配当金を算定しております。 

 2. 実績連結配当性向は、1 株当たり年間配当金を 1 株当たり連結当期純利益で除した数値で

あります。 

3. 自己資本連結当期純利益率は、親会社株主に帰属する当期純利益を自己資本（連結貸借対

照表上の純資産合計から新株予約権及び非支配株主持分を控除した額で期首と期末の平均）

で除した数値であります。 

4. 連結純資産配当率は、1株当たり年間配当金を1株当たり連結純資産（期首と期末の平均）で
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除した数値であります。 

5. 2025年8月期の数値については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人

による監査はなされておりません。1株当たり年間配当金については、2025年11月27日開催

予定の当社株主総会の決議をもって決定される予定です。 

 

5．その他 

（1）配分先の指定 

該当事項はありません。 

 

（2）潜在株式による希薄化情報等 

①新株予約権（ストックオプション） 

当社は会社法の規定に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しており、その

内容は 2025 年 10 月 24 日現在、以下のとおりであります。 

なお、一般募集及び本件第三者割当増資後の当社の発行済株式総数に対する潜在株式数の比率は

3.99％となる見込みです。 

決議日 
新株式発行 

予定残数 

行使時の 

払込金額 
資本組入額 行使期間 

2017 年 11 月 28 日 9,600 株 269 円 135 円 
2019 年 11 月 29 日から 

2027 年 11 月 28 日まで 

2018 年 6 月 8 日 25,600 株 313 円 157 円 
2020 年 6 月 9 日から 

2028 年 6 月 8 日まで 

2021 年 2 月 26 日 49,200 株 1,072 円 536 円 
2023 年 3 月 16 日から 

2026 年 3 月 15 日まで 

2022 年 12 月 2 日 260,000 株 2,540 円 1,270 円 
2027 年 12 月 3 日から 

2030 年 12 月 2 日まで 

2022 年 12 月 2 日 19,800 株 2,546 円 1,273 円 
2024 年 12 月 3 日から 

2032 年 12 月 2 日まで 

2022 年 12 月 2 日 80,000 株 2,546 円 1,273 円 
2025 年 12 月 3 日から 

2030 年 12 月 2 日まで 

2022 年 12 月 2 日 60,000 株 2,546 円 1,273 円 
2025 年 12 月 3 日から 

2028 年 12 月 2 日まで 

2025 年 2 月 7 日 300,000 株 7,505 円 3,753 円 
2027 年 2 月 1 日から 

2041 年 1 月 31 日まで 

2025 年 2 月 7 日 173,734 株 7,505 円 3,753 円 
2030 年 2 月 1 日から 

2035 年 1 月 31 日まで 
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(注) 2018 年 6 月 8 日開催の取締役会決議により、2018 年 6 月 9 日付で普通株式 1 株につき 20 株の

割合で株式分割、2019 年 8 月 13 日開催の取締役会決議により、2019 年 9 月 1 日付で普通株式

1 株につき 2 株の割合で株式分割、2021 年 7 月 27 日開催の取締役会決議により、2021 年 9 月

1日付で普通株式 1株につき 2株の割合で株式分割、2025年 7月 3日付の取締役会決議により、

2025 年 9 月 1 日付で普通株式 1 株につき 2 株の割合で株式分割を行っております。上表の「新

株式発行予定残数」、「行使時の払込金額」及び「資本組入額」は調整後の内容となっておりま

す。 

 

②2029 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 

当社は、2029 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行しており、その内容は 2025 年

10 月 24 日現在、以下のとおりであります。 

なお、一般募集及び本件第三者割当増資後の当社の発行済株式総数に対する潜在株式数の比率は

10.14％となる見込みです。 

新株予約権付社債

の残高 
払込期日 償還日 転換価額 資本組入額 

22,000 百万円 
2024 年 11 月 5 日

（ロンドン時間） 

2029 年 11 月 5 日

（ロンドン時間） 
8,855 円 4,428 円 

(注) 2025 年 7 月 3 日付の取締役会決議により、2025 年 9 月 1 日付で普通株式 1 株につき 2 株の割合

で株式分割を行っております。上表の「転換価額」及び「資本組入額」は調整後の内容となっ

ております。 

 

（3）過去 3 年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

① 過去 3 年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況 

年月日 増資額 増資後資本金 増資後資本準備金 

2023 年 5 月 31 日 
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 

55,947 千円 
3,542,017 千円 3,447,015 千円 

2023 年 12 月 25 日 
公募による新株式発行 

9,294,075 千円 
8,196,688 千円 8,101,687 千円 

2024 年 1 月 24 日 
第三者割当による新株式発行 

1,600,646 千円 
8,997,011 千円 8,902,010 千円 

2024 年 5 月 15 日 
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 

304,551 千円 
9,174,447 千円 9,079,446 千円 

2024 年 8 月 16 日 
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 

143,000 千円 
9,287,331 千円 9,192,330 千円 

2024 年 12 月 16 日 
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 

19,036 千円 
9,299,731 千円 9,204,730 千円 



 

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及

び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成され

たものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書

及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この

文書は、米国における証券の募集または販売を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録

を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米

国における証券の募集または販売は行われません。 
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2025 年 4 月 25 日 
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 

214,656 千円 
9,418,115 千円 9,323,114 千円 

2025 年 7 月 31 日 
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 

125,231 千円 
9,487,987 千円 9,392,986 千円 

（注）1.  千円未満の端数は切り捨てて表示しております。 

2. 上記のほか、当社は2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行しておりま

す。その内容については、上記（2）「潜在株式による希薄化情報 ②2029年満期ユーロ円建

転換社債型新株予約権付社債」をご参照ください。 

3. 当社役職員に対する新株予約権及び自己株式処分による譲渡制限付株式の発行については

記載しておりません。 

 

② 過去 3 決算期間及び直前の株価等の推移 

 2023 年 8 月期 2024 年 8 月期 2025 年 8 月期 2026 年 8 月期 

始   値 3,130 円 5,150 円 
14,940 円 

□9,010 円 
9,200 円 

高   値 5,640 円 19,620 円 
20,000 円 

□9,370 円 
10,880 円 

安   値 2,836 円 5,140 円 
9,160 円 

□8,760 円 
8,510 円 

終   値 5,220 円 14,950 円 
18,350 円 

□9,260 円 
10,050 円 

株価収益率 20.6 倍 27.6 倍 17.8 倍 ―倍 

（注） 1. 2026 年 8 月期の株価については、2025 年 10 月 23 日(木)現在で表示しております。 

2. 株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期の1株当たり連結当期純利益（2025年

8月期の数値は未監査）で除した数値であります。なお、2026年8月期の数値については、未

確定のため記載しておりません。 

3. 2025年8月期の□印は、株式分割（2025年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割）に

よる権利落ち後の株価であります。 

 

③ 過去 5 年間に行われた第三者割当増資における割当先の保有方針の変更等 

該当事項はありません。 

 

（4）ロックアップについて  

一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である小川 潤之及び河本 幸士

郎は、みずほ証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受に

よる売出しの受渡期日から起算して 180 日目の日に終了する期間(以下「ロックアップ期間」とい



 

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及

び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成され

たものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書

及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この

文書は、米国における証券の募集または販売を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録

を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米

国における証券の募集または販売は行われません。 
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う。)中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式（潜在株式

を含む。）の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し等を除く。)を行わない旨合意しており

ます。 

また、一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、当社はみずほ証券株式会社に対

し、ロックアップ期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普

通株式及び当社普通株式を取得する権利または義務を有する有価証券の発行等（ただし、一般募集、

本件第三者割当増資、株式分割による新株式発行、ストックオプションに係る新株予約権の発行及

び当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づく当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役

を除く。）及び従業員に対する譲渡制限付株式の交付等を除く。）を行わない旨合意しております。 

なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社はロックアップ期間中であってもそ

の裁量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。 

 

以 上 


